
 令和６年第２回教育委員会会議 報告事項（２） 

 

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄

県会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例」に対する意見） 

 

総務課  

１ 概 要 

 令和６年第１回沖縄県議会（２月定例会）に知事が提出した議案「沖縄県会

計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づ

く意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がな

かったことから、令和６年２月７日に沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長

に委任する事項等に関する規則第７条第１項に基づき、教育長による臨時代理

により回答した。 

 

２ 「沖縄県会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例」案の概要 

  (1) 沖縄県会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令

和元年沖縄県条例第 42 号）の一部を次のように改正する。＜第１条＞ 

期末手当について、12月期の支給割合を100分の132.5に引き上げる。（第

５条関係） 

(2)  沖縄県会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を次のように改正する。＜第２条＞ 

ア 題名を「沖縄県会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」に

改める。 

イ 会計年度任用職員に勤勉手当を支給する。（第１条、第２条、第９条及

び第11条関係） 

ウ 期末手当について、６月期の支給割合を100分の122.5に引き下げる。

（第５条関係） 

エ その他所要の改正を行う。（第５条、第７条及び第８条関係） 

(3) 施行期日：公布の日（(1)については令和５年 12 月１日から適用し、(2)

については令和６年４月１日から施行する。） 

３ 臨時代理した意見の内容 

議案「沖縄県会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例」は、一般職に属する常勤の職員との権衡を考慮し、会

計年度任用職員の期末手当の支給割合を引き上げるとともに、地方自治法の一

部が改正されたことを踏まえ、会計年度任用職員に勤勉手当を支給するもので

あることから、異議がない旨を回答した。 



提出議案の概要 

【総務部】 

【議案名】 

 乙第５号議案 沖縄県会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

 

【議案提出の理由】 

 一般職に属する常勤の職員との権衡を考慮し、会計年度任用職員の期末手当の

支給割合を引き上げるとともに、地方自治法の一部が改正されたことを踏まえ、

会計年度任用職員に勤勉手当を支給する必要がある。 

 

【議案の概要】 

 １ 会計年度任用職員の給与について、期末手当の支給割合を引き上げる。 

 ２ 令和６年度から勤勉手当を支給するため、規定の整備を行う。 

 ３ その他所要の改正を行う。 

 ４ この条例は公布の日から施行し、一部の規定は令和６年４月１日から施行す

る。なお、期末手当の改定は令和５年 12 月１日から適用する。 

 

【説明】 

 １ 一般職に属する常勤の職員との権衡を考慮した改正 

期末手当：年間の支給月数 0.05 月分引上げ。（年 2.55 月分→年 2.60 月分） 

 ２ 地方自治法の改正を踏まえた改正 

勤勉手当：令和６年度から勤勉手当を支給する。 

（期末・勤勉手当の支給月数年 4.50 月分） 

 ３ その他所要の改正 

題名を「沖縄県会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」に改める。 

 ４ 施行期日：公布の日 

（１については令和５年 12 月１日から適用し、２及び３は令和６年４月１日

から施行する。） 

 
 令和５年度（給与改定前）

６月期 12月期 計
期末 1.275月 1.275月 2.55月
勤勉 - - -

合計 1.275月 1.275月 2.55月

令和５年度（12月期末手当0.05引上げ）
６月期 12月期 計

期末 1.275月 1.325月 2.60月
勤勉 - - -

合計 1.275月 1.325月 2.60月

令和６年度以降（勤勉手当支給）
６月期 12月期 計

期末 1.225月 1.225月 2.45月
勤勉 1.025月 1.025月 2.05月

合計 2.250月 2.250月 4.50月



新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

沖
縄
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
沖
縄
県
条
例
第
4
2
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
５
条

（
略
）

第
５
条

期
末
手
当
は
、
６
月
１
日
及
び
1
2
月
１
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基

準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
そ
の
任
用
の
期
間
及

び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
任
用
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
が
６
箇
月
以
上
あ
る
職
員
（
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
3
0
日
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前

１
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
3
2
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
7
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前

６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
在
職
期

６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
在
職
期

間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
６
箇
月

1
0
0
分
の
1
0
0

⑵
５
箇
月
以
上
６
箇
月
未
満

1
0
0
分
の
8
0

⑶
３
箇
月
以
上
５
箇
月
未
満

1
0
0
分
の
6
0

⑷
３
箇
月
未
満

1
0
0
分
の
3
0

３
・
４

（
略
）

３
前
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ

き
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

４
沖
縄
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
2
7
条
の
２
及
び
第
2
7
条
の
３
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

沖
縄
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
沖
縄
県
条
例
第
4
2
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

沖
縄
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

沖
縄
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
第
１
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
4
条
第
５
項
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
1
6
2
号
）

2
4
条
第
５
項
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
1
6
2
号
）

第
4
2
条
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
0
3
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
基
づ

第
4
2
条
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
0
3
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
法
第
2
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同

き
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
法
第
2
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
給
与

及
び
費
用
弁
償
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

じ
。
）
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
給
与
の
種
類
）

第
２
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
受
け
る
給
与
は
、
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
す
る
。

（
新
設
）

（
報
酬
）

（
報
酬
）

第
３
条

（
略
）

第
２
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
は
、
日
額
、
時
間
額
又
は
月
額
で
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ

の
額
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
沖
縄
県
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
条
例
第
5
3
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
常

勤
の
職
員
」
と
い
う
。
）
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
（
同
条
例
第
５
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
給
料

表
を
い
う
。
）
に
掲
げ
る
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤

の
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
給
料
月
額
を
計
算
の
基
礎
と
し
て
、
常
勤
の
職
員
と
の
権
衡
を
考

慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ

り
難
い
場
合
は
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
、
責
任
の
度
及
び
特
殊
性
を
考
慮
し
て
、
任
命
権
者
が
あ

ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
計
算
の
基
礎
と
す
る
給
料
月
額
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
類

似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
直
近
上
位
の
職
務
の
級
の
最
低
の

号
給
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）



（
新
旧
対
照
表

3
ペ
ー
ジ
）

３
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
第
１
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
常
勤
の
職
員
に
支
給
さ
れ
る
地
域
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

夜
間
勤
務
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
報
酬
の
支
給
方
法
等
）

（
報
酬
の
支
給
方
法
等
）

第
４
条

（
略
）

第
３
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
支
給
日
は
、
次
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
し
、
そ
の
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
（
沖
縄

県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
条
例
第
4
3
号
）
第

７
条
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日

前
に
お
い
て
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
で
な
い
日
を
支
給
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
任

命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
勤
務
１
日
ご
と
に
計
算
し
た
報
酬
の
額
を
そ
の
都
度
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
報
酬
の
額
が
日
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

そ
の
月
の
翌
月
の
1
0
日

⑵
報
酬
の
額
が
時
間
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

そ
の
月
の
翌
月
の
1
0
日

⑶
報
酬
の
額
が
月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

そ
の
月
の
2
1
日

２
前
項
第
３
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
そ
の
職
に
つ
い
た
日
か
ら
報
酬
を
支
給

し
、
そ
の
職
を
離
れ
た
日
ま
で
報
酬
を
支
給
す
る
。

３
会
計
年
度
任
用
職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度

任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
、
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は

そ
の
月
ま
で
報
酬
を
支
給
す
る
。

４
報
酬
は
、
月
の
１
日
か
ら
末
日
ま
で
を
計
算
期
間
と
し
、
そ
の
月
の
報
酬
の
額
（
前
条
第
３
項

に
規
定
す
る
地
域
手
当
以
外
の
手
当
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

⑴
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

報
酬
の
日
額
に
そ
の
月
に
お
い
て
勤
務
し

た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

⑵
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

報
酬
の
時
間
額
に
そ
の
月
に
お
い
て
勤
務

し
た
時
間
数
を
乗
じ
て
得
た
額

⑶
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

定
め
ら
れ
た
報
酬
の
額
（
第
２
項
の
規
定
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に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
月
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
、
又

は
月
の
末
日
ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
月
の
現
日
数
か
ら
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
な
い
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
）

５
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
支
給
方
法
等
に
つ
い
て

は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
報
酬
の
減
額
）

（
報
酬
の
減
額
）

第
５
条

（
略
）

第
４
条

前
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
任
命
権
者
が
定
め

る
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
が
あ
っ
た
場

合
を
除
き
、
そ
の
勤
務
し
な
い
時
間
１
時
間
に
つ
き
、
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
額
を
減
額
す
る
。

２
前
項
の
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
２

前
項
の
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

⑴
前
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
の

⑴
前
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
の

日
額
及
び
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
日
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
を
任
命
権
者

日
額
及
び
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
日
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
を
任
命
権
者

が
定
め
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
額

が
定
め
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
額

⑵
前
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
の

⑵
前
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
の

月
額
及
び
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
に
1
2
を
乗

月
額
及
び
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
に
1
2
を
乗

じ
、
そ
の
額
を
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
5
2
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
１
週
間
当
た
り
の
勤
務

じ
、
そ
の
額
を
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
5
2
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
１
週
間
当
た
り
の
勤
務

時
間
を
５
で
除
し
た
も
の
に
1
8
を
乗
じ
た
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額

時
間
を
５
で
除
し
た
も
の
に
1
8
を
乗
じ
た
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
６
条

期
末
手
当
は
、
６
月
１
日
及
び
1
2
月
１
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
８
条
ま
で
に
お
い
て
こ
第
５
条

期
末
手
当
は
、
６
月
１
日
及
び
1
2
月
１
日
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
こ

れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
そ

れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
そ

の
任
用
の
期
間
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
任
用
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
が
６
箇
月
以
上

の
任
用
の
期
間
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
任
用
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
が
６
箇
月
以
上

あ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
か
ら

あ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
か
ら

起
算
し
て
3
0
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ

起
算
し
て
3
0
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ

れ
ら
の
基
準
日
前
１
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

れ
ら
の
基
準
日
前
１
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
2
2
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
3
2
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前

６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
在
職
期

６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
在
職
期
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間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
６
箇
月

1
0
0
分
の
1
0
0

⑵
５
箇
月
以
上
６
箇
月
未
満

1
0
0
分
の
8
0

⑶
３
箇
月
以
上
５
箇
月
未
満

1
0
0
分
の
6
0

⑷
３
箇
月
未
満

1
0
0
分
の
3
0

３
（
略
）

３
前
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ

き
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

（
削
る
。
）

４
沖
縄
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
2
7
条
の
２
及
び
第
2
7
条
の
３
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
７
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
（
新
設
）

該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差

し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

⑴
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
法
第
2
9
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
会
計
年
度
任
用
職
員

⑵
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
法
第
2
8
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
失
職
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員

⑶
基
準
日
前
１
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
離
職
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
前
２
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た

日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

⑷
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当

該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

第
８
条

任
命
権
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
会
計
年
度
任
用
職
（
新
設
）

員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
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が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
3
1
号
）
第
６
編
に
規
定

す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確

定
し
て
い
な
い
場
合

⑵
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
逮
捕
さ
れ
た
場
合
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し
た
事
項
若
し

く
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に
基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
対
し
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る
信
頼
を
確
保

し
、
期
末
手
当
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生

ず
る
と
認
め
る
と
き
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
（
以
下
「
一
時
差
止
処
分
」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
2
6
年
法
律
第
6
8
号
）
第
1
8
条
第
１
項
本

文
に
規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該
一
時
差
止
処
分
後
の
事
情
の
変
化
を
理

由
に
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場

合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
３
号

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
一
時
差
止

処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

⑵
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
つ
き
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
っ
た
場
合

⑶
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起

訴
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
一
時
差
止
処
分
に
係
る
期
末
手
当
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

を
経
過
し
た
場
合

４
前
項
の
規
定
は
、
任
命
権
者
が
、
一
時
差
止
処
分
後
に
判
明
し
た
事
実
又
は
生
じ
た
事
情
に
基

づ
き
、
期
末
手
当
の
支
給
を
差
し
止
め
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取

り
消
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

５
任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
を
行
う
場
合
は
、
当
該
一
時
差
止
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
に
対

し
、
当
該
一
時
差
止
処
分
の
際
、
一
時
差
止
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

６
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
一
時
差
止
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
。

（
勤
勉
手
当
）

第
９
条

勤
勉
手
当
は
、
６
月
１
日
及
び
1
2
月
１
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
（
新
設
）

の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
そ
の
任

用
の
期
間
及
び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
任
用
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
が
６
箇
月
以
上
あ
る

職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
職
員
の
基
準
日
以
前
に
お

け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
及
び
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
の
状
況
に

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
3
0
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
１
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職

員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に

従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る

勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
勉
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
勤
勉
手
当

基
礎
額
に
1
0
0
分
の
1
0
2
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ

き
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

４
前
２
条
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
７
条
中
「
前
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
９
条
第
１
項
」
と
、
同
条
第
１
号

中
「
基
準
日
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
日
（
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
第
３
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
」
と
、
「
支
給
日
」
と
あ
る
の
は

「
支
給
日
（
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
費
用
弁
償
）

（
費
用
弁
償
）

第
1
0
条

（
略
）

第
６
条
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（
給
与

の
口
座
振
込
み
）

（
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
口
座
振
込
み
）

第
1
1
条

給
与

は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
申
出
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
第
７
条

報
酬
及
び
期
末
手
当
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
申
出
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

口
座
振
込
み
の
方
法
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

口
座
振
込
み
の
方
法
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

第
1
2
条

（
略
）

第
８
条

（
略
）


